
項目 手続きが必要な場合 必要なもの

住民票上、故人が世帯主
で、同じ世帯に１５歳以
上の世帯員が２人以 上
残っている

手続きする方の本人確   
認書類

印鑑登録証・住民基本台
帳カードを持っていた

印鑑登録証
住民基本台帳カード

マイナンバーカード（通知
カード）を持っていた

マ イ ナ ン バ ー カ ー ド
（通知カード）

国民年金に加入していた

年金を受給していた

資格確認書（世帯主が
死亡の場合、世帯員全
員の資格確認書）等

葬祭執行者の印鑑、葬
祭執行者の口座番号が
わかるもの、葬祭執行
を証明する書類（会葬
礼状や葬儀の領収書）

資格確認書等

施主及び相続人代表者
名義の預金通帳、相続
人代表者の印鑑、葬祭
執 行 を 証 明 す る 書 類
（会葬礼状や葬儀の領
収書）

介
護
保
険

介護保険被保険者証 を
持っていた

被保険者証

１. 市役所で行う主な手続き一覧表

○市役所（☎０４２－５５８－１１１１）での主な手続きのご案内です。
○詳細は、担当窓口にお問い合わせください。

手続き 担当窓口

世帯主変更届

印鑑登録証・住民基本台帳
カードの返却

マイナンバーカード（通知カー
ド）の返却
相続等の手続きで、個人番号が
必要になる場合があります。

・死亡一時金の請求
・遺族基礎年金の請求
・寡婦年金の請求
※支給要件を満たす場合、請
求できますので、確認してく
ださい。

・未支給年金の請求
※請求先は、年金事務所の場
合があります。

国民健康保険資格確認書
の返却　　　　　　　　

葬祭費の請求

後期高齢者医療資格確認書等
の返却　　　　　　　

葬祭費の請求等

介護保険被保険者証（保険
証）の返却

　高齢者支援課
　介護保険係
（１階⑨番窓口）
　内線２６３３
※五日市出張所で
も手続きは可能

住
民
登
録

  市民課
　市民窓口係
（１階③番窓口）
　内線２４１３

※五日市出張所で
も手続きは可能

年
金

手続きにより異なりま
すので、年金手帳や基
礎年金番号通知書、年
金証書をご用意の上、
お問い合わせくださ
い。

  保険年金課
　年金係
（１階⑤番窓口）
　内線２４２５

健
康
保
険

国民健康保険に加入して
いた

   保険年金課
　国民健康保険係
（１階⑥番窓口）
　内線２４２１

※五日市出張所で
も手続きは可能

後期高齢者医療資格確認
書を持っていた

   保険年金課
　後期高齢者
              医療係
（１階⑧番窓口）
　内線２４２８

※五日市出張所で
も手続きは可能



項目 手続きが必要な場合 必要なもの

身体障害者手帳・愛の手
帳・精神障害者保健福祉
手帳等を持っていた

手帳

マル障受給者証を持って
いた

マル障受給者証

自立支援医療（精神 通
院・更生・育成）受給者
証を持っていた

受給者証

特定医療費（指定難病）
受給者証、マル都医療券
を持っていた

受給者証・医療券

納めていない市税がある

口座振替で納税している

ナンバー付きのバイク
（排気量１２５ｃｃ 以
下）を所有していた

お 問 い 合 わ せ く だ さ
い。

固定資産税を納付していた

故人が市内に土地や
家屋を所有していると
き「相続人代表者指定
届」を提出していただ
く場合があります。
お 問 い 合 わ せ く だ さ
い。

特別児童扶養手当を受け
ていた

手続き 担当窓口

身体障害者手帳・愛の手帳
・精神障害者保健福祉手帳等
の返却

マル障受給者証の返却

自立支援医療（精神通院・更
生・育成）受給者証の返却

受給者証・医療券の返却

今後の納付相談

今後の納税に関する手続きに
ついて

相続人の方により名義変更ま
たは廃車
※毎年４月１日現在の所有者
（使用者）に課税されます。

   市民課
   市民窓口係
  （１階③番窓口）
　 内線２４１３
※五日市出張所で
も手続きは可能

相続人代表者指定届の提出

   課税課
　固定資産税係
   (２階北側）
　 内線２４３６

・受給者変更申請

※亡くなられた日の翌日から
１５日以内に手続きが必要な
場合がありますので、早急に
確認してください。

障
が
い
者

  障がい者支援課
　障がい者相談係
（１階⑪番窓口）
　内線２６１７
※五日市出張所で
も手続きは可能

市
税

お 問 い 合 わ せ く だ さ
い。

   徴税課徴税係
  （２階北側）
　 内線２４４２

子
ど
も

・１８歳以下(１８歳にな
り最初の３月３１日を迎
えるまで）の子がいる　
・２０歳未満で障がいの
ある子がいる　　　　

・児童手当の受給者変更申請
   (未支払の手当の請求）
・児童扶養手当の申請
・児童育成手当の申請
・ひとり親家庭等医療費助成
の申請

※亡くなられた日の翌日から
１５日以内に手続きが必要な
場合がありますので、早急に
確認してください。

お問い合わせくださ
い。

  こども政策課
  手当助成係
  （２階北側）
　 内線２６４１



項目 手続きが必要な場合 必要なもの

市営住宅に住んでいた
お 問 い 合 わ せ く だ さ
い。

農地を所有していた
お 問 い 合 わ せ く だ さ
い。

山林を所有していた
お 問 い 合 わ せ く だ さ
い。

犬を飼っていた 　　　　―――

市発行のスポーツカード
を持っていた

お 問 い 合 わ せ く だ さ
い。

幼稚園・保育園に在園中
の園児の保護者だった

お 問 い 合 わ せ く だ さ
い。

し尿汲取り世帯に住んで
いた

お 問 い 合 わ せ く だ さ
い。

被爆者手帳を持っていた
お 問 い 合 わ せ く だ さ
い。

特別弔慰金を受けていた
お 問 い 合 わ せ く だ さ
い。

武蔵引田駅北口土地区画
整理事業地内の土地を所
有していた

お 問 い 合 わ せ く だ さ
い。

下記の相談窓口を開設していますので、お気軽にご利用ください。
相談の実施日時等詳細につきましては、市報あきる野（毎月１５日号）、ホームページでご確認ください。
相談を希望される方（原則、市民対象）は、市民課市民相談窓口係（内線2417）へ申し込みください。

相談日時

第１金曜日　

午後１時３０分～

第２月曜日　

午後１時３０分～

第３金曜日　

午後１時３０分～

手続き 担当窓口

入居者の名義・世帯員変更、
住宅返還等

 住宅政策課
  （３階北側）
　内線２７２１

農地を相続等により取得した
場合、その旨の届出

  農林課農政係
  （３階南側）
　内線２５２１

山林を相続等により取得した
場合、その旨の届出

  農林課林務係
  （３階南側）
　内線２５２５

犬の所有者変更届

  健康課
       予防推進係
  （４階北側）
　内線２６６８

スポーツカードの返納等

  スポーツ推進課
  スポーツ推進係
  （２階南側）
　内線３０１６

保護者の変更届
  保育課保育係
   (２階北側）
　内線２６５４

名義・世帯主変更、
停止・継続等

  生活環境課
  清掃・リサイクル係
（３階南側）
  内線２５１１

被爆者手帳の返却

名義変更等

相続届出書
  区画整理推進室
（引田相談事務所）
 ０４２－５１８－２９２２

２. 相続などの手続きに関する専門家による無料相談（予約制）

相談（相談員） 相談内容 相談時間・受付人数

２５分／人

法律相談 ７人／日

（弁護士）

相続・遺言などの ３０分／人

暮らしの手続相談 ６人／日

（行政書士）

３０分／人

６人／日

登記相談 ４５分／人

（司法書士） ４人／日

（土地家屋調査士）

  福祉総務課
  福祉総務係
（３階南側）
  内線２６９１

　※　市税や保育料などを口座振込されていた方（口座名義人）が亡くなると、口座からの引き落とし
ができなくなります。引き続き、口座振替を希望される場合は、金融機関で手続きが必要となります。

金銭賃借、離婚、借地借家、
相続などの日常の法律問題に

ついて

第２・第４火曜日
（市役所）及び

第１木曜日（五日市
地域交流センター）
午後１時３０分～

相続、遺言、行政機関への
届け出などの手続について

税務相談
（税理士）

相続税、所得税、贈与税など税
金全般について

土地や家屋の登記など
について

そ
の
他



項目

生
命
保
険
等

損
害
保
険
等

預
金
口
座
等

軽
自
動
車

不
動
産
登
記

関
係

固
定
電
話
及

び

携
帯
電
話

水
道
・

下
水
道

電
気
・

ガ
ス
等

※死亡に伴う手続きは、故人の年齢や生活状況等により様々なものがあります。まずは故人が関わって
いた事項を整理していただくことが必要です。上記以外について、故人の名義に関するものについては、
取引先や契約先に確認してください。

３. その他市役所以外で行う主な手続き(相続等）

手続きが必要な場合 主な手続き等

死亡保険金の請求
入院給付金の請求等

保険会社・契約内容等によって必要書類は異なりますので、
加入していた生命保険会社又は代理店にお問い合わせください。

名義変更・解約等
保険会社・契約内容等によって必要書類は異なりますので、
加入していた損害保険会社又は代理店にお問い合わせください。

口座凍結解除の手続き
金融機関・取引状況等によって必要書類は異なりますので、
各金融機関等へお問い合わせください。

税金（自動車税）については、お問い合わせください。
八王子自動車税事務所　　　　042-691-6351

名義変更等については、お問い合わせください。
※毎年4月1日現在の所有者（使用者）に課税されます。
関東運輸局　東京運輸支局　
八王子自動車検査登録事務所　　050-5540-2034

軽自動車の名義変更等
に関すること

二輪車・・・関東運輸局　東京運輸支局　
　　　　八王子自動車検査登録事務所　　050-5540-2034
　　　　(所在地：八王子市滝山町1丁目270番地の2）
四輪車・・・軽自動車検査協会
　　　　東京主管事務所八王子支所　　 　050-3816-3103
　　　　（所在地：青梅市新町6丁目18番2）

土地・家屋等の移転登記

事前にお問い合わせください。
東京法務局　西多摩支局　　042-551-0360

登記に関する一般的なご案内、窓口での登記手続案内の予約
（登記案内室：　03-5318-0261）

名義変更・解約等 各契約会社にお問い合わせください。

名義変更・閉栓
お問い合わせください。
東京都水道局　　　お客さまセンター
042-548-5110

名義変更・解約等 各契約会社にお問い合わせください。

普
通
自
動
車

自動車税に関すること及び
名義変更等に関すること


